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１ はじめに 

 

   高石市は、面積１１．３５ｋ㎡のうち、約半分が石油化学コンビナ－ト

等の工場群と対岸の市街地に約６万１千人が居住しているコンパクトで人

口密度が極めて高い、全国的にも類を見ない地勢と成っています。 

   いうまでもなく、消防は、市民の生命・身体及び財産を火災から保護す

るとともに、水火災又は、大規模な地震等の災害を防除し、被害の軽減を

図るという重大な任務を担っており、市民に直結する重要な分野でありま

す。   

これらのことから、高石市の消防体制は、昭和２８年以来、堺市との両

市において５５年の長きにわたり堺市高石市消防組合を結成し、高度な消

防体制を作り上げてきました。 

このような中で、堺市が平成１８年４月に政令指定都市に移行したこと

により、堺市が危機管理体制の充実を図るため消防局の設置を志向され、

平成１９年８月に堺市から堺市高石市消防組合の解散及び財産処分並びに

消防事務委託について、事前の協議の申し入れがありました。 

高石市は、この申し入れを受け、市民の生命と財産を守り、将来にわた 

り安全で安心して暮らせる消防体制のあり方について検討するため、この

度、高石市長から、本検討会に依頼されたものです。 

この依頼を受けまして、検討した結果を以下にまとめましたので報告い

たします。 
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２ 高石市の消防体制のあり方検討事項 

 

(1)消防拠点について 

① 市街地の消防体制（火災時の出場体制）について 
【現状】 
平成１９年４月１日現在、堺市高石市消防組合（以下「組合」という。）

管内には、１本部９消防署９出張所があり、消防職員９５１名、消防車両

１９４台（内消防団車両４台含む。）、消防艇１艇を保有し、両市の消防事

務を共同処理している。           
高石市域は、消防拠点として１消防署１出張所が設置され、消防職員６

７名、消防車両１６台（内消防団車両１台含む。）が配備されている。高石

市域内は、高石消防署及び高師浜出張所を中心に近隣の西消防署、臨海消

防署によりカバーされている。       
また、平成１８年中の高石消防署管内での火災及び救急出場件数は、組

合全体の６～７％で、これは高石市域が占める組合全体の人口及び管内面

積の各比率とほぼ比例している。        
火災発生時の消防出場体制は、コンピューターにより管理され、火災現

場に直近する署所の消防車両で隊編成され、例えば高石市域の市街地での

建物火災の初期消火活動には、高石消防署から３台、高師浜出張所から１

台及び堺市域に所在する西消防署から２台、南消防署の出張所から 1 台、

消防本部から３台、計１０台が出場し消火活動に当たる。更に火災の延焼

等による拡大時は、第２出場として近隣の臨海消防署等から５台、更なる

火災拡大時には、第３出場として堺消防署等から５台が増援される体制と

なっている。 
 

【まとめ】 
   市街地の消防体制については、高石消防署と高師浜出張所で市域を管轄 

している。ＪＲ阪和線により分断された東部地域については、市内の約 13 
％（約 3,180 世帯）の住宅があり、宅地化が進み、既存の密集した住宅地 
もあり、この２つの消防署所により管轄されているが、今後同地域の消防 
体制の充実を図ることも検討課題とする必要がある。 
 尚、現在、組合財産である消防倉庫が組合解散に伴い、高石市に財産分 
与されることから、当面、災害用備蓄品及び水防資機材用倉庫と位置付け 
するとともに、有事の際、迅速且つ円滑な防災活動が実施できるよう、近 
隣に消防団屯所を設置する等活用を図る必要がある。 

   また、高石市域においての集中豪雨等の突発的な災害発生時や今後３０
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年以内に５０～７０％の確率で発生すると予想される東南海・南海地震等

の大規模災害時において、高石市地域防災計画に基づいた市の防災体制と

消防体制との迅速な連携を図るための指揮命令系統を構築する必要がある。 
 
② 特別防災区域コンビナ－ト地域の消防体制（火災時の出場体制）について 

  【現状】  

高石市域面積の約２分の１を占めるコンビナート地域における火災等の

災害発生時の消防活動体制は、コンピューターにより管理され、例えば第

１出場で大型化学消防車を主体として高石消防署から３台、高師浜出張所

から１台及び近隣の臨海消防署から大型化学車、泡原液搬送車及び大型高

所放水車を含む４台、堺消防署から１台及び消防本部から４台、合計１３

台が出場し消火活動等を実施する。次に、火災規模が拡大すれば第２出場

として堺市域に所在する近隣の西消防署等から７台が増援され、更に規模

の拡大により第３出場として南消防署等から４台が増援する体制になって

いる。 

 

【まとめ】 

特別防災区域に指定されているコンビナート地域の災害は発生すると大

規模になる危険性が高いため、公設消防及び事業所の自衛消防による対応

を十分図るとともに、石油コンビナート等災害防止法に基づく予防措置に

より安全性を確保する必要がある。 

 
③ 救急体制について 
  【現状】 

組合における救急体制は、地域の人口分布、救急需要等の実情を考え合 
わせて消防署所の管轄区域を基本として、１８の救急隊が活動している。 
高石市域には、高石消防署に常備車１台、非常備車１台が配置されている。 
出場体制は、火災時の出場体制と同様であり、コンピュ－タ－により救急 
要請場所の最も直近署所から救急隊を出場することを原則として、高石消 
防署の救急隊が出場中に高石市域において新たな救急の要請があった場合、 
近隣の臨海消防署又は西消防署等からの救急隊が対応する。大規模な災害 
により多くの負傷者が発生した場合他の署所の救急隊が出場する体制とな

っている。 
 
 

 



 4

【まとめ】 
現在の救急体制は、高石市内では１台の救急体制になっている。この配

置は堺市との広域で行っているため、国の整備指針より組合人口９０万人

で１８台の救急車の配置基準を満たしているが、６万人規模の単独消防の

市であれば、２台の救急車の配置基準となっていることから、高石市管内

においても、２台の救急車の配置についての意見もあるので、今後の検討

課題として捉える必要がある。 

 

（２）消防団について 

【現状】 

 高石市消防団は、平成１８年２月に結成された新しい消防団で、中学校 

区毎に高石分団、高南分団、取石分団の３分団からなり、４９名の団員に 

より構成されており、小型動力ポンプ積載車両１台及びその他資機材等を 

保有している。現在は、高石消防署において、消防に関する各種教育及び 

技術の向上を図るための訓練等を実施している。 

 

【まとめ】 

今後は、大規模災害時において消火活動や避難誘導等の活動が担えるよ

うに、育成していく必要がある。また、自主防災組織との連携体制の構築

に努める必要もある。そのために事務委託後も専門的な講習会や各種教育、

基礎訓練等については、専門的な指導体制が必要なことから、今後とも高

石消防署において各種教育、基礎訓練等を実施できる体制を確立する必要

がある。 

   

（３）協議会の設置について 

  【現状】 

現在までは、組合消防議会において、市民の意見を行政に反映するため、

組合消防議会を運営している。 
【まとめ】 
組合解散により、組合議会が無くなることから、市民の意見を十分反映

できるよう、運営協議会等の設置の方策が必要である。 
    

（４）経費負担について 

  【現状】 

組合の経費負担については、当該市に設置されている消防署所に係る土 

地の取得、建物の新築や改修等に係る経費は、当該市が負担し、共通部分
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である一般経常経費については、両市の人口按分で負担している。 

 
【まとめ】 
経費の負担は、長年、両市の一部事務組合として、その経費の負担割合

については、人口按分で行ってきた。 
負担割合の算定方法については、署所に係る実費による算定、地方交付

税措置に係る基準財政需要額による算定が考えられるが、現在の高石市の

厳しい財政状況の中で、今回消防事務委託に変更されることにより、現行

の負担金額が増額されることになれば、高石市の行政運営に重大な影響を

与えることになるので、現行の人口按分の算定による負担金での事務委託

を、堺市に維持していただくよう願望する。 

 

（５）その他 

① 財産について 

【現状】 

高石市に係る消防組合の財産としては、動産として通信システム、消防 

車両、備品等がある。また、不動産として高石消防署、消防倉庫、防火水

槽埋設用地等がある。 

 

【まとめ】 
消防車両等の動産については、組合から各々の市に財産として分与され 

ることになるが、高石市においては、消防車両等の動産が分与されたとし 

ても、その動産を使用することが考え難いため、全てを堺市に帰属し、消 

防事務委託後も堺市が活用することが適当であると考える。 

これらのことから、消防車両等の動産に係る起債の償還については、動

産の帰属を受ける堺市が償還することが妥当であると考える。 

また、消防署の土地、建物等の不動産については、所在する市に帰属す 

 ることになる。 

 

② 自主防災組織並びに自治会及び市民等への防火・防災意識の啓発の推進

について 

【現状】 

現在、組合では、「消防とのふれあい」等年間を通じて自主防災組織並

びに自治会及び市民等を対象に、防火・防災意識の高揚を図るための各

種行事を実施している。 

また、組合では、自主防災組織並びに自治会及び市民等を対象とした防
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火・防災研修会及び消防団員への防火知識と技術の向上を図るための基礎

訓練等の実施や高石市が主催する防災訓練等の協力をしている。 

 

【まとめ】 
組合解散後においても、今までと同様、市民等への防火・防災意識の啓

発事業等については、消防局において、継続して実施していただく必要が

ある。 

   また、高石市が主催する防災訓練等についての協力体制も、継続してい 

  ただく必要がある。 
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３ むすびに 
  
   高石市は、自治体消防制度が発足した後、昭和２８年以来、堺市と一部 

事務組合を組み、堺市高石市消防組合により市民の生命・財産を守る消防 

事務を行ってきました。特に、昭和４０年代以降の高度経済成長期に両市 

の臨海部にまたがり堺泉北臨海石油コンビナートの特別防災区域が形成さ 

れて以後、消防体制を強化し、高度な消防体制を作り上げてきました。 

 このような中で、堺市が政令指定都市に移行したことにより、一部事務 

組合解散に係る事前の協議の申し入れがあり、高石市としては、堺市の意 

向を尊重し、一部事務組合の解散及び消防事務委託を前提として、高石市 

の消防体制のあり方について、当検討会として種々検討を加えました。 

 その結果、特別防災区域が存在するという特殊性を有する高石市の地勢 

から、一部事務組合解散後も広域化を生かした高度な消防体制を維持する 

ために、消防事務を堺市に委託することが最善策であるとの結論に達しま 

した。 

自主的な市町村消防の広域化が推進される動向を踏まえ、今後とも、堺 

市と協議を重ね、市民の生命と財産を守り、安心・安全を確保するために、 

市民の皆さまと協働してより優れた消防・防災体制が確立されることを期

待します。 

なお、付言すれば、今後発生が予想される地震等の大災害時の対応につ

いて、更に検討を加え、必要な措置を講じることが望まれます。 
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４ 高石市の消防体制のあり方検討会における検討経過 

    

平成１９年 １１月２８日 第１回高石市の消防体制のあり方検討会 

・会長の選出 

・市長からの検討依頼 

・開会の趣旨について 

・消防組合の現状について 

・消防事務委託に伴う課題の抽出について 

・スケジュールについて  

 

平成２０年  １月２２日 第２回高石市の消防体制のあり方検討会 

              ○消防委託に伴う課題の抽出及び対応について 

・消防拠点について 

                ・救急体制について 

                ・特別防災区域の消防体制について 

                ・消防団について 

  

  平成２０年  １月３０日 第３回高石市の消防体制のあり方検討会 

              ○消防委託に伴う課題の抽出及び対応について 

                                ・協議会の設置について 

                ・経費負担について 

                ・その他 

① 財産分与について 

② 市民への防火・防災意識の啓発の推

進について 

                   

  平成２０年  ２月１２日 第４回高石市の消防体制のあり方検討会 

                ・検討結果報告書（案）について 

 

平成２０年  ２月１７日 市長への報告 
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５ 高石市の消防体制のあり方検討会委員 

 

学 識 経 験 者 

      池 田 敏 雄    関西大学法学部 教授 

      北 後 明 彦    神戸大学工学部 教授 

  

  市 議 会 議 員 

      権 野 功至郎    高石市議会議員 

      奥 田 悦 雄    高石市議会議員 

  

   公共的団体の代表者 

      舛 谷 隆 康    高石市自主防災組織連絡協議会会長 

      石 田 弘 美    高石市民生・児童委員協議会会長 

      土 井 幸 一    高石防災協会会長 

      鳴 瀧 宣 夫    堺・泉北臨海特別防災地区協議会副会長 

 

   関係行政機関の職員 

      古 谷 正 行    大阪府鳳土木事務所地域防災監    
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ＮＯ １ 

 高石市の消防体制のあり方検討事項 
課 題 項 目 消 防 組 合 と し て の 現 状 高 石 消 防 署 の 体 制 高石市の消防体制のあり方検討会質疑内容 

（１）消防拠点について 
組織体制 

 
 
 
 
 
 

火災・救急発生状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 市街地の消防体制 
（火災時の出場体制）に

ついて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
現在、消防組合管内には１本部９消防署９出張所があり、

堺市域に８消防署８出張所が所在、また高石市域には１消防

署１出張所があり、両市の市民生活の安全を図っている。 
消防組合における消防力は消防職員９５１名、消防車両 

１９０台、消防艇１艇を保有している。 
 

  
平成１８年中の火災件数は全体で３２５件、救急出場件 

数は４６，０７４件発生し、署別では、下表の状況である。

 
署別 火災件数 比率％ 救急出場件数 比 率 
高石 
堺 
中 
東 
西 
南 
北 
美原 
臨海 
管外 

２１ 
１０２ 
３１ 
２２ 
４０ 
４１ 
４２ 
１９ 
７ 

  － 

６ ％ 
３１ ％ 
１０ ％ 
７ ％ 

１２ ％ 
１３ ％ 
１３ ％ 
 ６ ％ 
２ ％ 

２，６３０ 
１０，７６９ 
５，４８６ 
３，６６８ 
６，７１３ 
７，３５１ 
７，３６５ 
１，７５３ 

２８９ 
５０ 

 ６ ％

２３ ％

１２ ％

８ ％

１５ ％

１６ ％

１６ ％

 ４ ％

 １ ％

 － 
計 ３２５ １００％ ４６，０７４ １００％

 
① 出場体制は、原則としてコンピューター管理により火災

現場に直近する署所の配置車両で隊編成される。 
例えば、高石市の市街地（高石署管内）における建物火

災が発生した場合、消防活動には、高石消防署から３台、

出張所から１台及び堺市域に所在する近隣の西消防署か

ら２台、南消防署の出張所から１台及び本部から３台、合

計１０台が出場し現場活動に当たる。次に、火災が延焼等

により大規模化になれば、更に堺市域に所在する近隣の臨

海消防署等から５台が増援され、更に火災の大規模化に伴

い５台が活動する体制となっている。又、堺高石管内にお

いて広域大規模災害が発生した場合は、一時的に所轄の署

が対応することとなっている。 

 
  消防職員の配置は、高石消防署(本署)に５

５名及び高師浜出張所に１２名の合計６７

名（平成１９年４月１日現在）が配置され、

消防車両は計１５台で本署１２台、出張所

に３台の車両を保有している。 
 

 
高石消防署管内における火災・救急の各

件数は、左記に示す状況である。 
  高石消防署管内が占める消防組合管内全

体の人口及び管内面積の各比率と火災発生 
件数、救急出場件数が６～７％でほぼ比例 
している。 
 ＊ 人口割り 
消防組合全体   ９０４，９８９人 
高石消防署管内   ６０，９２８人 

（比率６．７％）

＊ 管内面積割り  
消防組合全体   １６１．３４ｋ㎡ 
高石消防署管内   １１．３５ｋ㎡ 

（比率 ７％）

 
 

市街地火災時の出場車両  
高石本署    梯子タンク車 
３台     ポンプ車 

        救急車 
 
高師浜出張所  タンク車 
１台     

 

（１）消防拠点について 
① 市街地の消防体制（火災時の出場体制）

について 
Ｑ 消防拠点として位置づけている消防倉庫

が、高石市に帰属された後は、消防団が活用

するのは理解できるが、それ以外はどのよう

に活用されるのか。また、組合が保管してい

る啓発道具等の取扱はどのようになるのか。

Ａ 高石市に帰属される倉庫については、消防

事務の委託に必要なものを備蓄するほか、消

防団の資材や防災用備蓄品等を保管できる

よう考えている。また、倉庫内の組合の資材

等については、組合に返還するものと残すも

のになる。 
Ｑ 組合の中に消防倉庫はいくつあるか。 
Ａ 単独の倉庫としては、現在は、取石に１箇

所である。（ただし、平成２０年４月、日置

荘出張所の改修工事が完了するため倉庫は

２箇所となる。） 
Ｑ 高石市に帰属される消防倉庫は、消防団屯

所として使用するのであれば、老朽化に伴い

改修が必要ではないか。 
Ａ 高石市に帰属される消防倉庫は、消防団の

屯所ではなく、防災倉庫として活用し、老朽

化に伴う改修は必要になる。また、消防倉庫

の近くには、消防団屯所の設置を考えてい

る。 
Ｑ 消防団の屯所を消防倉庫の近くに設置す

ることについて、予算が厳しい中、倉庫を消

防団の屯所として利用しないのか。 
Ａ 消防団屯所を設置する際には、石油備蓄交

付金を活用するよう考えている。 
Ｑ 高石市消防団の３分団について、各屯所が

必要であるか。 
Ａ 高石・高南・取石の各分団ごとに必要と考

えている。 

 

資料２ 
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② 特別防災区域堺泉北臨

海コンビナート地区の消

防体制に（火災時の出場体

制）について 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 防災区域の現状 
 
 
 
 
Ⅱ 消防組合の消防体制 

 
 
 
 
Ⅲ 自衛消防体制 
 

② 高石市域内の堺泉北臨海コンビナ－ト地区における火

災発生時の消防活動体制は、大型化学消防車を主体として

高石消防署から３台、出張所から１台及び堺市域に所在す

る近隣の臨海消防署から３点セット(大型化学車、大型高所

放水車、泡原液搬送車)を含む４台、堺消防署の出張所から

１台及び本部から４台、合計１３台が出場し現場活動に当

たる。次ぎに、火災が延焼等により大規模化になれば、更

に堺市域に所在する近隣の堺消防署等から７台が増援さ

れ、更に火災の大規模化に伴い４台が増隊する体制となっ

ている。      
 
  
Ⅰ 石油コンビナ－ト等災害防止法に基づく消防組合管内

のコンビナ－ト地区は、１６．５８k ㎡で、当該地区内に

第 1 種事業所が１８社、 第２種事業所が１１社あり、大

量の石油等の危険物、高圧ガス等を貯蔵し、取扱っている。

 
Ⅱ 消防組合では、コンビナ－ト災害対応として特別防災区

域を管轄する署所を主体に、3 点セットをはじめ大型及び

普通化学車 9 台、特殊化学車、多目的消防水利システム車

等を配置し、災害発生に対応するシステムとなっている。

 
Ⅲ 各特定事業所(第 1・2 種事業所)の現状は、石油コンビナ

－ト等災害防止法に基づく特定防災施設(非常通報施設、消

火用屋外給水施設及び流出油等防止堤)の設置義務があり、

又各事業所の自衛防災組織及び数社の事業所が共同して

自衛防災組織の業務の一部を行うための共同防災組織(陸
上、海上それぞれ設置)には、大型化学消防車、泡消火薬剤

の防災資機材等を備え付けている。一方、ソフト面では自

衛防災組織が行うべき業務に関する事項を規定した防災

規程の設置が規定されている。これらの指導監督を石油コ

ンビナ－ト等災害防止法に基づき行っている。 
 

コンビナ－ト火災時の出場車両 
高石本署    梯子タンク車 

  ３台     特殊化学車(粉末化学車) 
               救急車 

 
高師浜出張所  大型化学車 

  １台 
 
 
 
 

 
Ⅰ 高石市域内の特別防災区域は、５．２

６k ㎡で当該区域内に第 1 種事業所が 6
社、第 2 種事業所が 3 社あり、石油精製、

石油化学等の事業所が所在している。 
 
Ⅱ 高石消防署には化学薬品等の災害発生

時に対応するための特殊化学車(粉末化学

車)を、高師浜出張所には大型化学車を各 1
台配置し有事の対応を図っている。 

Ｑ 消防団の屯所を作る前に消防団の訓練が

必要ではないか。 
Ａ 現在、基本訓練をしており、将来的には

自主防災組織と連携した訓練等の実施も考

えている。 
Ｑ 高石東部地区に出張所を整備する必要は

あるのか。 
Ａ 高石東部地区は、高石消防署と近隣に堺

市の西消防署があり、消防拠点としては充

足している。また、出張所を設置すること

による人件費等の多額な費用が必要である

ことから、当面の設置は困難であるが、将

来的には、大規模災害発生時の対応も含め

検討する。 
要望：事務委託により高石消防署等の人員の

減少がないよう、堺市との協議をして欲しい。

② 特別防災区域堺泉北臨海コンビナート

地区の消防体制に（火災時の出場体制）

について 
Q コンビナート等については、堺市と一体 
化していることから責任をもって指導監督 
してもらうことでよいのか。 

 
A 特別防災区域堺泉北臨海コンビナート地

区の消防体制については、コンビナート災

害対応として特別防災区域を管轄する署所

を主体に特殊化学車や大型化学車等を配備

し、また、石油コンビナ－ト等災害防止法

に基づく特定防災施設に設置義務がある事

業所の自衛消防体制により万全な対応をと

っているため、特に問題ないことから現状

維持してもらう。 
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③ 救急体制について 

Ⅰ 組織体制 

 

 

 

 

Ⅱ 出場体制 

 

 

 

 

 

Ⅲ 大規模災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防団について 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅰ 現在の消防組合における救急体制は、人口分布、地域別

救急需要等の実情を考え合わせて消防署所の管轄区域を

基本として救急救命士と高規格救急車より編成された 18
隊の救急隊をもって活動している。  

                 
Ⅱ 出場体制は、救急要請場所の最も直近署所から救急隊を

出場させることを原則とし、２次救急要請及び集団災害等

による複数の負傷者発生に伴う要請時は、コンピュ－タ－

による複数の隊編成等をもって適切に対応する体制とな

っている。 
                  

 Ⅲ 組合だけで対応不可能な場合は、消防組織法第３９条に

基づく消防活動における市町村相互の応援協定により府

下各消防本部へ協力依頼及び消防庁長官・府知事から他府

県・他市町村へ応援出動の指示 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
消防組合は、現在高石市消防団、堺市美原消防団の 2 団体

を有し、管轄消防署が主体となって各団員に対し、防火知

識・技術の向上を図るための各種教育、訓練の実施及び各種

関係行事等への参加を図り、団員の意識高揚に努めている。

 
 

 
Ⅰ 高石消防署に常備及び非常用の各 1 台

合計2台の救急車を配置し活動している。

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 組合から各消防本部へ協定に基づき協

力依頼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高石市消防団は、平成 18 年 2 月に結成さ

れた歴史的に新しい消防団で、現状では高

石消防署において団員に対し基礎の防火知

識、消火技術の向上等を図っている。  
 

③ 救急体制について 
Ｑ 泉州周辺では秋祭りが盛んで高石市にお

いてもだんじり祭が行われ、例年事故等で

怪我人が出ている。その対応として祭開催

時には、救急車の増隊があるのか。 
A 高石市に限らず、各消防署管内での大きな

イベント対策として、出場体制の強化や非

常用救急車の運用などの対応をとってい

る。 
 Q 大きなイベント対策として、救急車の適

切な出動対応はされているが、救急車の配

備には、人口当たりの配備基準はあるのか。

A 国が示す消防力の整備指針では、高石市単

独消防本部と想定した場合は２台となり、

堺市と高石市全体では１８台となる。 
Q 非常備用救急車を常備用救急車に（１台 
→２台）すると経費はどの程度必要になる

か。 
A 非常備用救急車を常備用救急車に（１台 
→２台）すると、人員が新たに１０名必要

となる。また、車検や故障等で、もう１台

車両が必要となり経費では、人件費で、年

間１億円強必要となる。 
 
 
 
（２）消防団について 
Ｑ 消防団活動として、自主防災組織の指導

等地域との連携が必要ではないのか。 
Ａ 高石市消防団については、結成 2 年で現

在基礎訓練を重ねており、今後地域と連携

した体制づくりを進めることで考えてい

る。 
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（３）協議会の設置につい 
  て 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現状は、組合の運営に対する両市の意向を反映するため、

組合規約に基づき 27 名の消防議員(堺市議員 23 名、高石市

議員 4 名)により消防議会を運営している。 
 

   

 

Ｑ 消防団を置かないところは、市長が形式的に消防団長になるの

か。 
Ａ 市長が任命権者になる。 
Ｑ 高石市消防団の団員数は、条例等で決まっているのか。 
Ａ 組合条例で５０人に決まっている。 
Ｑ 高石市消防団の体制はどのようになっているのか。 
Ａ 現在、小型動力ポンプ付積載車１台と、消防団員４９名の体制

となっている。 
Ｑ 消防団は、どのような活動をするのか。 
Ａ 大規模火災や地震等による災害時は、消防の下で消火作業や避

難誘導等の活動を行い、通常時は市の下で活動する。 
Ｑ 委託後の消防団の位置付けについては、どうなるのか。 
Ａ 消防組合の設置条例から高石市の設置条例に変え定める。 
 
 
 
 
 
 
（３）協議会の設置について 

(民意の反映) 
Ｑ 協議会の設置については、任意の協議会になるのか、それとも

法定協議会になるのか。 
Ａ 協議会の設置については、任意の協議会と考えている。 
Ｑ 両市の議会において、消防に関することについては議会で諮ら

れるのか。 
Ａ 両市の議会において、消防のことは議論されることになる。 
Q 組合議会がなくなり、運営協議会はそれに代わるものだが、構

成委員はどうなるのか。（事務レベルか、議員等も入るのか） 
A できれば、事務レベルで市長が指名した構成委員により、消防

力の維持、委託料等について話し合っていきたい。 
Q 協議会でどういう交渉を行っていくのかが、ポイントとなる。

A 堺市だけで決められない事もあるので、そのために必要な両市

の協議会である。 
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（４）経費負担について 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現状、両市の負担金の構成(経費の支弁)は、共通分と各市

の固有分があり、組合規約により共通分は前年度の人口比に

より負担し、また固有分は、該当市に係る土地若しくは建物

の取得又は、建物の新築、改築若しくは修繕に要する経費及

び消防団に係る経費を、該当市で全額負担する。 
○経費負担についての考え方（１８年度決算ベース） 
①現状の人口按分による負担 
 一般負担金合計に前年度の４月１日における両市の人

口按分率を乗じて算出 
9,731,112 千円×6.83％＝664,795 千円 
②実費算定による負担 
 高石署及び消防本部における高石署に係る人件費並び

に消防設備費等を加えた総額 
774,964 千円（68 人＋19 人＝87 人分の人件費）＋54,113
（消防設備費等）＝829,077 千円 
③基準財政需要額による負担 
 一般負担金合計額に両市の特別負担分を除く基準財政

需要額合計額における高石市の特別負担分を除く基準財

政需要額の割合を乗じて算出 
高石市基準財政需要額：1,008,187 千円 
堺市基準財政需要額 ：9,840,521 千円 
9,731,112 千円×9.34％＝908,885 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ 協議会の委員は何人と考えているか。 
Ａ 協議会の委員等については、堺との話し合いによりその構 
成メンバーも含め検討する必要がある。 

Ｑ 民意の反映とはどういう意味なのか。 
Ａ 消防組合においては、消防議会で民意の反映がなされてい

たが、組合がなくなると消防議会もなくなり、民意を反映す

る場がなくなるので、その対応として運営協議会を設置する

ことになると考えている。 
Ｑ 高石市の条例に定める防災会議の中で出た消防に関する意

見については、運営協議会に反映する方がよいのではないか。

Ａ 高石市の条例に定める防災会議でいただいた意見について

は、運営協議会に反映させていきたい。 
 
（４）経費負担について 
Ｑ 高石市と堺市の財政は、安定しているのか。高石市の経常

収支比率はどうなのか。平成１９年度は黒字になるのか。 
Ａ 両市とも財政状況は、厳しい。 
  高石市の平成１８年度の経常収支比率は、府下ワースト１

（105.4％）である。また、平成 19 年度は黒字となる。 
Ｑ 消防団の費用は、組合予算の中に含まれるのか。 
Ａ 組合予算の特別負担分（高石市の固有分）になる。 
Ｑ 組合全体に占める高石市の火災発生件数、救急出場件数割

合（6～7%）が人口按分割合（6.8%）ほぼ同じなので、高石

市が負担する額は、実費といえるのではないか。 
Ａ 実費による算定は、組合全体に占める高石市の火災発生件

数、救急出場件数割合で算定するものでなく、職員の署所の

配置人数により算定することをいう。 
要望：経費負担は、長年、両市の一部事務組合として、その経 
費の負担割合については、人口按分で行ってきた。負担割合の 
算定方法については、署所に係る実費による算定、地方交付税 
措置に係る基準財政需要額による算定が考えられるが、現在の 
厳しい財政状況の中で、今回、消防事務委託に変更されること 
により、高石市の行財政運営に重大な影響を与えることとなる 
ので、現行の人口按分による算定の負担金での事務委託を、堺 
市に維持していただくよう望まれる。 
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 高石市の消防体制のあり方検討事項 
課 題 項 目 消 防 組 合 と し て の 現 状 高 石 消 防 署 の 体 制 高石市の消防体制のあり方検討会質疑内容 

（５）その他 
① 財産について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 自主防災組織並びに

自治会及び市民等への

防火・防災意識の啓発

の推進について 
 
 

 
① 消防組合における財産(動産、不動産)は下記の通りである。

 (動産)  いずれも評価額（減価償却資産の耐用年数等に関

する省令） 
  通信システム関係   ３５５，６５４，６８７ 円 

   消防車両関係      １，０５５，６９０，０００ 円 
   備品関係                ６４，２７２，７３８ 円 
   評価合計額       １，４７５，６１７，４２５ 円 
 (不動産)  高石市分のみ評価額にて記載(H．19 年 1 月 1 日)
  高石消防署     １７６，３５９，０２４  円 
  消防倉庫        ４８，７６１，８４３ 円  
    防火水槽埋設用地    ５，７６４，１５４ 円  
(高石市消防団備品)       ８，２８１，０１８  円 

 
○高石分の動産の評価額は、過去１０年間の高石市の平均負

担率 7.2%を乗じ算出 
 1,475,617,425×0.072＝106,244,455 円 
○19 年度末起債見込み残高は 154,914,206 円 
 上記の正負の財産を比較すると 48,669,751 円の負の財産

が大となる 
 
 
 
 
 
 
② 年間を通じて自主防災組織並びに自治会及び市民等へ

の防火・防災教育の高揚を図るための各種行事及び消防

団、自主防災組織に対する防災教育・訓練等を実施して

いる。 
   市民対象に、火災予防運動中の「消防とのふれあい」

行事等の実施、自主防災組織対象に、各自主防災組織が

実施する消火訓練等の指導の実施。 
 

 （５）その他 
① 財産分与について 

Ｑ 堺市に物品等の動産と起債残高を分与す

るということか。堺市に動産を渡し、起債

残額の償還をしてもらうのか。 
Ａ 消防車両等については、高石市に分与さ

れても使うことができないので、堺市に使

ってもらい、高石市分の起債残高を償還し

てもらうことが妥当であると考える。 
Ｑ 消防事務委託後は、消防車両はどちらの

市が買うのか。また、消防車両を買うこと

により、委託料が上がるのか。 
Ａ 高石に配置する車両を更新するから高石

市の負担でということではなく、例えば消

防局で消防車両を 1 台買う場合、一部分を

高石市が出しているということで、従来の

負担金から委託料に変わり、その一部分は、

高石市の委託料により負担することにな

る。 
Ｑ 購入した消防車両は、共有財産になるの

か。 
Ａ 購入した消防車両は、堺市の財産になる。

要望：高石市分の一般起債残高については、 
消防車両等の動産を堺市に分与することか 
ら、全て堺市が償還することが妥当であると 
考える。 

② 自主防災組織並びに自治会及び市民等

への防火・防災意識の啓発の推進につい

て 
Ｑ 委託になって、自治会が直接消防に依頼

できるようにしてほしい。 
Ａ 消防事務の中には、今までと同様、啓発

事業等については、消防局において継続し

て実施していく必要がある。 
 

 


